
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC ８月第 ２例会 (2014.8.19) №3052 

 

(1) ロータリーソング「四つのテスト」斉唱 

(2) 石本隆太郎副会長挨拶 

1・本日は、高橋秀樹会長がアイルランドにご出張中で欠席さ

れましたので、副会長の石本 が「会長の時間」の代理を務め 

させていただきます。 

2・私は、高橋会長のようにパソコン・プロジェクターを駆使して

お話するノウハウも無く、 

 又、先日、公式訪問に来られた佐々木ガバナーのように、

“波乱万丈の人生経験も持ち合わせておりません。 

3・しかし、久しぶりに与えられた機会でもありますので、いささ

か堅い話になりますが、本日は、「ロータリーにおける不連

続と連続」をテーマに、お話させていただきます。 

4・私がロータリーに入会して３０年余りになりますが、当時、ク

ラブ副会長を務められていた方はベテラン会員の方で、１２

月の総会が近づいた際、当然、その方が次期会長に選ば

れるものだと思い込んでおりました。 

5・ところが、先輩会員から「ロータリーにおける副会長という役

職は、一般の会社・団体と異なり、ナンバーツーの職責では

ない。」と教えられてビックリした覚えがあります。 

6・確かに、会長の次には、一般には聞きなれない会長エレクト

（次年度会長）が既に決定しておりましたし、１２月の総会で

は次々年度会長の指名と選挙というセレモニーの後、会長

ノミニーが決定するのを目の当たりにし、“ロータリーは変わ

った組織である。”というのが、新入会員当時の偽らざる感

想でした。 

7・皆さんには、３年毎に改定される「手続要覧」に伴い、先般、

当クラブの定款・細則の変更案が配布されたはずですが、

大半の方は詳しくはお読みになっていないと存じます。 

本日の話に関連する条文等を抜粋して配布いたしましたの

で、暇の時にお読みください。 

8・１２月の総会における次々年度会長選挙を経て、翌年６月ま

で会長ノミニーを務めた方が、７月から会長エレクトに就任し、

翌年春のＰＥＴＳ（会長エレクト研修会）と地区協議会への参

加を必須条件にクラブ会長に就任されます。会長ノミニーに

就任してから、１８ヶ月後の事であります。 

9・一方、クラブの副会長は、１０月開催の指名委員会に会長エ

レクトから他の役員・理事と共に推薦され、１２月の総会で、

次々年度会長が選ばれた後、選挙で決定し、６カ月後にそ

れぞれの役職に就くので、ナンバーツウでないことは明らか

です。 

10・ではクラブのナンバーツウは会長エレクトでしょうか。そうい

う考え方をする方もありますが、2010年の手続要覧から「クラ

ブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、

1 名又は数名の副会長、及び会場監督を役員に含める事が

できる。」と明記され、2013 年版の手続要覧もそうなっていま

す。（ロータリークラブ定款第 10 条第 4 節） 

11・また、「会長の任期は、7 月 1 日に就任し、1 年間、又は後

任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当た

るものとする。」という項目によって、会長エレクトに 

 何らかの支障が生じた場合、直前会長が会長の職務を務め

なければならない重要な役割でありますので、ナンバーツ

ーは直前会長とするのが筋ではないでしょうか。 

12・ロータリーの会員は全員平等という建前から、こうした序列

に拘るのはナンセンスという意見もありましょうが、記念式典

や、改まった場（例・ガバナー公式訪問時の写真撮影）など

でまごつかないよう、普段から心がける事も必要と存じます。 

13・以上、ロータリーにおけるクラブ副会長がナンバーツーで

無い事を立証しましたが、クラブ会長の選考方法も、次々

年度会長＝会長ノミニー、会長エレクトという手順を踏ま

なければならず、何故、18 ヶ月もの助走期間が必要とさ

れるのかについて考えてみたいと思います。 

14・会長までの期間が長く、さらに、会長が自分の後継者を直

接選べないという理由は、クラブ会長という役職が、他の

役員・理事に比べて比較にならないくらい重要であるとい

うことの他に、ロータリーの歴史の上からも分析してみる必

要があります。 

15・ポール・ハリスが３人の友人と語らって、ロータリークラブと

いう会合を立ち上げた２０世紀初頭、特に西部に進出す

るための要衝として栄えたシカゴは、「無法と腐敗」の街で、

成功を夢見て集まった事業者は、無秩序な自由競争に狂

奔し、同業者は全てライバル。法律さえ犯さなければ、金

を儲けた者が成功者としてもてはやされた時代でもありま

した。 

16・この辺の事情は、西部開拓史やアル・カポネに代表される

ギャング映画等で、皆さんも十分ご承知の事と存じます。 

17・そんな中、「心から相談したり語り合える友人が多くいたら、

どんなに素晴らしい事か」という発想から、最初は親睦を

主な目的として、１９０５年２月２３日、シカゴＲＣが発足い

たしました。 
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18・当初は、親睦を目的として出発したロータリークラブでした

が、せっかく一業種一人の会員で、多くの仲間が集まっ

ているのだから、お互いの商売を通じて金儲けに利用し

たいということから、“物質的相互扶助”という発想が生ま

れたのは当然であります。 

19・１９０６年に制定されたシカゴＲＣの最初の定款・細則の第２

条の「目的」には、会員の事業上の利益の促進、その第２

節に、社交クラブに付随する良き親睦という事が明記され

ており、初期のシカゴＲＣには、「奉仕の概念」は無かった

のであります。 

  （この辺の事情については、当地区の地区協議会等に

度々、講師としてお招きしたＲＩ第２６８０地区の田中毅ＰＤ

Ｇの「ようこそロータリーへ」の講演集等に詳しく述べられ

ております。） 

20・ 私の推測ですが、この物質的相互扶助という思想は、規

模が大きくなればなるほど旨味が増しますし、クラブ会長

を務めることは、名誉とともに利権にも大きくつながる可能

性があり、会長のなり手が殺到したのではないかと推測さ

れます。 

（現在の我国では、到底、考えられないことであります。） 

21・様々な議論の結果、醜い争いや派閥形成を避け、事業の

マンネリ化を防ぐためにも、役員・理事等の１年交代人事

の原則、現会長の右腕・左腕の副会長や幹事を次の会長

に就任させないこと等、会長の選挙方法に厳しい制約を

設け、「人事の不連続の中で、いかに効率よく事業や組

織を連続させるか」に心を砕いてきたのがロータリーで

す。 

22・その後のロータリークラブは、変えてはならない永続的な

基本理念ともいうべき、 

  1・事業の継続的繁栄を願う職業奉仕の理念「最も多く奉仕

する者、最も多く報われる。 

  2・他人の事を思い遣り、他人のために尽くす社会奉仕理

念「超我の奉仕」 

  の二つの奉仕理念を定着させ、今や２００以上の国と地域

に広がり、クラブ数 34,500 余り、会員総数 1,185,000 人余

りの巨大な組織に発展いたしました。 

23・以上、１０月からスタートするクラブ会長選考を機会に、定

款・細則の重要性を認識し、今後のロータリー活動の基

盤にしていただくことを期待いたします。ありがとう。  

新潟ＲＣ・第２例会「会長の時間」参考資料 

テーマ 「ロータリーにおける不連続と連続」 

1・ロータリーにおける副会長は、ナンバーツーの職責ではな

い。 

参考：2013 年・手続要覧「ロータリークラブ定款」 

   第 10 条 理事および役員 

   第4節－役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長エ

レクト、幹事、会計とし、 

   1 名または数名の副会長、および会場監督を役員に含め

ることができる。以下省略 

   ＊直前会長は 2 番目で、副会長は 6 番目？ 

   2010 年・手続要覧「ロータリークラブ定款」 

第 10 条 理事および役員 

     第 4 節－役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長

エレクト、1 名または数名の副会長、幹事、会計、およ

び会場監督とする。以下省略  

＊直前会長は 2 番目で、副会長は 4 番目？ 

2007 年・手続要覧「ロータリークラブ定款」 

第 10 条 理事および役員 

     第 4 節－役員。クラブの役員は、会長、会長エレクト、1

名または数名の副会長、 

幹事、会計、および会場監督とする。以下省略  

＊直前会長は役員とされておらず、副会長は 3 番目？ 

2・それでは、クラブにおけるナンバーツーは誰か？ 

参考：2013 年・手続要覧「推奨ロータリークラブ細則」 

   第 2 条 理事会 

      本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、少な

くとも、会長、直前会長、 

   会長エレクト、副会長、幹事で構成される。 

   ＊理事会構成員は、５名の役員だけでもＯＫ？ 

2010 年・手続要覧「推奨ロータリークラブ細則」 

   第 2 条 理事会 

      本クラブの管理主体は、本クラブの会員  名から成る

理事会とする。 

すなわち、会長、直前会長、会長エレクト（又は、後任

者が選挙されていない場合は、会長ノミニー）、副会長、

幹事、会計、および会場監督である。理事会の裁量に

より、本細則第3条第1節に基づいて選挙された 名の

理事を加えることができる。 

   ＊理事会構成員は 7 名の役員に 5 大奉仕担当理事を加

えると、12 名以上となる。 

2007 年・手続要覧「推奨ロータリークラブ細則」 

   第 2 条 理事会 

      本クラブの管理主体は、本クラブの会員  名から成る

理事会とする。 

すなわち、会長、副会長、会長エレクト（又は、後任者

が選挙されていない場合は、会長ノミニー）、幹事、会

計、および会場監督である。理事会の裁量により、本細

則第 3 条第 1 節に基づいて選挙された 名の理事、及

び直前会長を加えることができる。 

＊理事会構成員は 6 名の役員に、4 大奉仕担当理事と

直前会長が加わり、11 名以上。 

3・会長、会長エレクト、会長ノミニー、副会長はどうして選ばれ

るか？ 

参考：2013 年・手続要覧 「ロータリークラブ定款」 

2010 年・手続要覧 「ロータリークラブ定款」 

2007 年・手続要覧 「ロータリークラブ定款」 

＊役員の選挙方法の主要部分は、ほとんど変更されていない。 



   第 10 条 理事および役員 

     第 5 節－役員の選挙 

 （ａ）会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めると

ころに従がって選挙されるものとする。会長を除き、各

役員は選挙された直後の 7 月 1 日に就任し、選挙され

た任期中または後任者が然るべく選挙され且つ適格と

なるまで在任するものとする。 

  ＊“会長を除く”としているのは、各役員が就任する 6 ヵ月前

に選挙されるのに対し、就任する日の 18 ヶ月以上 2 年

以内も前に選挙されているからである。 

 (ｂ) 会長の任期。会長は、細則の定めるところに従がって、

就任する日の直前 18 ヶ月以上 2 年以内に選挙される

ものとし、選挙された時点から会長ノミニーを務めるも

のとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年

度の7月1日に会長エレクトの役職名が与えられるもの

とする。会長は、7月1日に就任し、1年間、又は後任者

が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当た

るものとする。 

 ＊後任者が選挙されても、万一、適格とならない場合、直

前会長として継続して会長職に当る必要があり、2010

年の手続要覧から、それまで、曖昧であった直前会長

のナンバーツーの立場を明確にしたのではないか？ 

 （ｃ）資格要件。各役員および各理事は、いずれも、本クラブ

の瑕疵なき会員でなければならない。 

    クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少なくとも 1 年間、

本クラブの会員であるものとする。（以下、省略） 

    会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されな

い限り、会長エレクト研修セミナーと、地区研修・協議会

に必ず出席しなければならない。（以下、省略） 

  ＊会長は、18 ヶ月以上2 年以内に前に選挙されるため、現

年度の会長が、腹心である副会長、幹事を自分の後継

者に据えることは、ほぼ不可能。派閥、マンネリ化防

止。 

  ＊この点が、役員・理事等の１年交代人事の原則と共に、ロ

ータリー組織の１００年以上にわたる拡大・発展の基に

なったと考える。 

 

参考資料   新潟ロータリークラブ指名委員会内

規 

＊本内規は、理事会と指名委員会の管理の下、クラブ事務局

に保管し、必要ある時これを見ることができる。 

第１条 次々年度会長、次年度役員・理事候補者指名委員会

の構成 

第１節 本内規で定める指名委員会の構成は、直近１０年の

会長経験者と現年度会長を 

含む１１名とし、委員長は最古参の会長経験者が務

める。 

第２節 次年度会長もオブザーバーとして出席することがで

き、次年度役員、および理事候補について意見を述

べることができるが投票権はない。 

（以下、省略） 

(3) ゲストの紹介 

米山奨学生 朴 治国 

(4) ビジターの紹介 

    松本英明君(浪江RC) 

(5) 新会員の紹介 

務台昭彦自己紹介コメント 

 

 

 

 

 

みなさま、このたび敦井様、玉様のご推薦を頂き、新潟ロ

ータリークラブに入会させていただきます、務台昭彦です。

新潟に住むのは初めてですので何かとご指導を賜りたい

と存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。生まれは信

州の安曇野です。冬は厳しい気候ではありますが、恵まれ

た自然の中で育ちました。高校まで松本で過ごし、大学で

は杜の都仙台に四年間暮らしました。1980年に日本テレビ

放送網に入社し、営業畑を中心に過ごしました。その間 2

度の関西支社勤務も経験しました。この6年間はBS日テレ、

日テレのメディア戦略局、CS 日テレとそれぞれ 2 年づつ地

上波営業とは違う仕事をしてきました。6 月 26 日の株主総

会を経てテレビ新潟放送網に勤務しております。妻ととも

に川端町のマンションで、毎日やすらぎ堤と信濃川を眺め

て、新潟の良さを実感しています。新潟の発展の為に少し

でもお役に立てるようがんばりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

カメイ㈱新潟支店の堀 盛富と申します。この度は歴史と伝

統のある新潟ロータリークラブへの入会をご承認頂き誠に

有難うございます。私は昭和 33 年 3 月 8 日生まれで秋田

県秋田市出身の 56 歳です。入社以来建設資材の営業畑

を歩んでまいりました。前任地は宮城支店で平成 23 年 3

月 11 日の東日本大震災が発生した平成 23 年 4 月に宮城

支店に赴任し一年間ではありますが建築物件の復旧及び

新築に携わって参りました。新潟支店には平成 24 年 4 月

に支店長として赴任し今年で3年目となります。単身赴任と

いう身軽さもあり夜は古町で新潟の美味しいお酒と暖かい

人情味に触れながら人生を謳歌しております。趣味は釣り、

ゴルフですが冬には運動不測解消という事で車にスキー

板を積んで苗場、磐梯と遠征しております。入会にあたりロ 

テレビ新潟放送網  
専務取締役 務台 昭彦 
 
親睦委員 

カメイ㈱新潟支店 
支店長 堀 盛富 
 
出席委員 
 



ータリークラブの活動は初めてでご迷惑をお掛けする事が

多々あると思いますが諸先輩のご指導を賜りながら地域貢

献、社会奉仕に努めて参りたいと思っておりますので宜し

くお願い致します。 

(6) ニコニコボックス紹介（8/26例会で紹介） 

・竹石 松次君 カメイの堀盛富さんテニーの務台さんの二

人を歓迎してﾆｺﾆｺします。 

・金親 顯男君 同郷の堀さんの入会を歓迎してﾆｺﾆｺしま

す。秋田出身は５人となります。 

・玉 知夫君 務台昭彦さんの入会と日本文理３回戦進出

にニコニコします。 

・坂本務君 この夏、母方の叔父の初盆の供養で帰省しま

した。その際、見慣れた歯車の章が額に入って廊下に飾っ

てありました。何と亡き祖父が地元のロータリークラブに入

会していたとの事です。妙な縁にニコニコします。 

・伊原 健至君 孫が生まれました。(女の子 2950ｇ)おじい

ちゃんになってしまいました。でも孫の顔を見たらなんとも

いえないニコニコです。 

・龍田晃一君 ８月７日に長女が３４００ｇの元気な男の子を

出産し、じいじになりました。すくすくと元気に育つことを願

ってニコニコします。 

 

(7) 卓話「良寛の書を味わう」 

良寛研究所 所長 加藤僖一 氏 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 本日の出席率 ７６．３５  ％ 

(2週間前メーク後 ８３．１５   %) 

 

８月２６日の例会予定 

卓話「酒についての話 

         思いつくままに」 

樋木酒造株式会社 樋木尚一朗 氏 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「 ８月は会 員 増 強 月 間 」 

  
会員増強委員長 相澤 信介 

 
 ロータリーではロータリアン１人ひとり

が、ロータリー活動に参加することを強調す

るため、年間 10 項目の特別月間を設けてお

り、８月は「会員増強及び拡大月間」に指定

されています。ロータリーは創始以来、会員

増強に努めてきていますが、昨年 2013 年には

会員増強がポリオ撲滅に次ぐ第二の優先課題

であることを決定しました。 
 日本国内においても昨年度から「サクセ

ス・ジャパン大作戦」を展開し、2015 年には

ロータリアン 10 万人を目指しています。

（2014 年４月末現在．約 88,500 人） 
 こうした状況下、第 2560 地区は今年度最大

のテーマに「会員増強」を掲げており、各ク

ラブは会員10％増強の目標に取り組むことと

なりました。 
 新潟ロータリークラブの会員数は1994年7
月 1 日（20 年前）の 139 名をピークに減少し、

ここ 10 年は 90 名を割り込み 80 名前後で推

移してきました。 
 しかし、前年度の山本会長年度では会員増

強委員会をはじめ皆様の粘り強い勧誘が実を

結び、期初の 83 名から９名純増の 92 名とな

りました。この内訳をみますと、退会者９名

に対して入会者は倍の 18 名で、特に地元企業

会員９名の新規加入が大幅な純増に結びつい

たものであります。 
 当クラブの適正な会員数については、「多け

ればいいというものではない」「やはり数は力

の源泉だ」等々、いろいろな考えがあると思

いますが、基本的には会員の質の向上とクラ

ブの活力を維持するために必要なメンバーを

確保することであります。 
今年度は地区設定の 10％増＝102 名（純増 10
名）を目標とし、悲願の 100 名復活を達成す

べく活動することとなりました。また、地区

のリーディング・クラブとして、新潟クラブ

は老・壮・青のバランスを保つ上からも、常

に若返りを心がける必要があり、若手会員の

人的ネットワークの活用に取り組みたいと思

います。皆様のご協力をお願いいたします。

 
 
 


